
 

 

令和  ３ 年 ６ 月 ２０ 日 

 

道 路 管 理 者 

酒田市長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

                  住 所 酒田市本町二丁目２番４５号 

                  氏 名  酒 田 株式会社 

代表取締役 酒田 太郎  

                 

      

道 路 占 用 廃 止 届 

 

 

 平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日より許可を受け占用しておりました下記の物件は、 

令和 ３ 年 ６ 月 １１ 日をもって廃止しましたので、お届けします。 

 

 

記 

 

1 許 可 年 月 日 平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日 

2 許 可 番 号 指令土第 １２３ 号    酒土収第     号 

3 道路占用の場所 

路線名( 3 ― 3 ― 1 )市道 本町二丁目１号 線 

酒田市 本 町 二 丁目 ２ 番 ４５ 号( 酒田商店 前) 

        字        番   地先 

4 道路占用の目的 路上広告物 

5 道路占用の期間 
平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日から 

令和 ３ 年 ６ 月 １１ 日まで 

6 占用廃止の時期  令和 ３ 年 ６ 月 １１ 日 

 

記入例 

占用の許可を受けた日、占用物を撤去した

日を記入してください。 

許可を受けた日がわからない場合は、 

土木課路政係へ問い合わせてください。 

許可を受けている内容を許可証等を参考

に記入してください。 

許可の日、内容等がわからない場合は、 

土木課路政係へ問い合わせてください。 

【注意】 

占用料は４月１日に確定します。 

占用物件を撤去したのが３月３１日以前であっても、廃止届をされない場合、占用料が発生します。 

（※届出の際は占用中、撤去後の状況が確認できる写真を添付してください。） 


